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１【提出理由】

当社は、2020年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金25円　　総額405,447,475円

ロ　効力発生日

2020年６月30日

 
第２号議案　定款一部変更の件

定款を以下の概要の通り変更する。

①監査等委員会設置会社への移行に必要となる変更を行う。

②相談役に関する規定を削除する。

③上記の変更に伴い、条数の変更その他の所要の改正を行う。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

植村明、金子禎則、亀山晴信、武部俊郎、西川直志、藤井威徳および三島康博を取締役（監査等委員

である取締役を除く。）に選任する。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

黒澤義則、高田裕一郎および武谷典昭を監査等委員である取締役に選任する。

 
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

亀山晴信を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

 
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額180百万円以内（うち社外取締役分は

年額30百万円以内）とする。

 
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額78百万円以内とする。

 
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額を対象期間（３事業

年度）ごとに65百万円とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の配当の件

127,692 244 0 (注)１ 可決 (99.8)

第２号議案
定款一部変更の件

127,649 287 0 (注)２ 可決 (99.7)

第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件

   

(注)３

  

植村明

金子禎則

亀山晴信

武部俊郎

西川直志

藤井威徳

三島康博

127,414

113,020

118,652

119,577

116,411

116,424

118,654

522

14,916

9,284

8,359

11,525

11,512

9,282

0

0

0

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

(99.5)

(88.3)

(92.7)

(93.4)

(90.9)

(91.0)

(92.7)

第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

   

(注)３

  

黒澤義則

高田裕一郎

武谷典昭

121,570

110,487

92,271

6,366

17,449

35,665

0

0

0

可決

可決

可決

(95.0)

(86.3)

(72.1)

第５号議案

補欠の監査等委員である取締役１名選

任の件

125,418 2,518 0 (注)３ 可決 (98.0)

第６号議案

取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の報酬等の額設定の件

126,133 1,729 74 (注)１ 可決 (98.5)

第７号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額

設定の件

127,395 467 74 (注)１ 可決 (99.5)

第８号議案

取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する業績連動型株式報酬等

の額設定の件

113,803 14,133 0 (注)１ 可決 (88.9)

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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